
国
有
財
産
の
効
率
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
国
有
財
産
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

参
照
条
文 

  

○ 

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
） 

（
抄
） 

  
 

 

第
二
章 

借
地 

 
 

 
 

第
一
節 

借
地
権
の
存
続
期
間
等 

（
借
地
権
の
存
続
期
間
） 

第
三
条 

借
地
権
の
存
続
期
間
は
、
三
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
で
こ
れ
よ
り
長
い
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
と
す
る
。 

 

（
借
地
権
の
更
新
後
の
期
間
） 

第
四
条 

当
事
者
が
借
地
契
約
を
更
新
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
は
、
更
新
の
日
か
ら
十
年
（
借
地
権
の
設
定
後
の
最
初
の
更
新
に
あ
っ
て
は
、

二
十
年
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
こ
れ
よ
り
長
い
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
と
す
る
。 

 

（
借
地
契
約
の
更
新
請
求
等
） 

第
五
条 

借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
す
る
場
合
に
お
い
て
、
借
地
権
者
が
契
約
の
更
新
を
請
求
し
た
と
き
は
、
建
物
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
従
前
の
契
約
と
同
一
の
条
件
で
契
約
を
更
新
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
借
地
権
設
定
者
が
遅
滞
な
く
異
議
を
述
べ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
後
、
借
地
権
者
が
土
地
の
使
用
を
継
続
す
る
と
き
も
、
建
物
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

３ 

転
借
地
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
転
借
地
権
者
が
す
る
土
地
の
使
用
の
継
続
を
借
地
権
者
が
す
る
土
地
の
使
用
の
継
続
と
み
な
し
て

、
借
地
権
者
と
借
地
権
設
定
者
と
の
間
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
借
地
契
約
の
更
新
拒
絶
の
要
件
） 

第
六
条 

前
条
の
異
議
は
、
借
地
権
設
定
者
及
び
借
地
権
者
（
転
借
地
権
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
土
地
の
使
用
を
必
要
と
す
る
事

情
の
ほ
か
、
借
地
に
関
す
る
従
前
の
経
過
及
び
土
地
の
利
用
状
況
並
び
に
借
地
権
設
定
者
が
土
地
の
明
渡
し
の
条
件
と
し
て
又
は
土
地
の
明
渡
し
と
引
換



え
に
借
地
権
者
に
対
し
て
財
産
上
の
給
付
を
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
申
出
を
考
慮
し
て
、
正
当
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
な
け
れ
ば
、
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
建
物
の
再
築
に
よ
る
借
地
権
の
期
間
の
延
長
） 

第
七
条 

借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
す
る
前
に
建
物
の
滅
失
（
借
地
権
者
又
は
転
借
地
権
者
に
よ
る
取
壊
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
借
地
権
者
が
残
存
期
間
を
超
え
て
存
続
す
べ
き
建
物
を
築
造
し
た
と
き
は
、
そ
の
建
物
を
築
造
す
る
に
つ
き
借
地
権
設
定
者
の
承
諾
が
あ
る
場

合
に
限
り
、
借
地
権
は
、
承
諾
が
あ
っ
た
日
又
は
建
物
が
築
造
さ
れ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
二
十
年
間
存
続
す
る
。
た
だ
し
、
残
存
期
間
が
こ
れ

よ
り
長
い
と
き
、
又
は
当
事
者
が
こ
れ
よ
り
長
い
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
に
よ
る
。 

２ 

借
地
権
者
が
借
地
権
設
定
者
に
対
し
残
存
期
間
を
超
え
て
存
続
す
べ
き
建
物
を
新
た
に
築
造
す
る
旨
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
借
地
権
設
定
者
が

そ
の
通
知
を
受
け
た
後
二
月
以
内
に
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
建
物
を
築
造
す
る
に
つ
き
前
項
の
借
地
権
設
定
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
契
約
の
更
新
の
後
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
借
地
権
の
存
続
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
借
地
権
の
当
初
の
存
続
期
間
が

満
了
す
べ
き
日
の
後
。
次
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

転
借
地
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
転
借
地
権
者
が
す
る
建
物
の
築
造
を
借
地
権
者
が
す
る
建
物
の
築
造
と
み
な
し
て
、
借
地
権
者
と

借
地
権
設
定
者
と
の
間
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
強
行
規
定
） 

第
九
条 

こ
の
節
の
規
定
に
反
す
る
特
約
で
借
地
権
者
に
不
利
な
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

（
建
物
買
取
請
求
権
） 

第
十
三
条 

借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
更
新
が
な
い
と
き
は
、
借
地
権
者
は
、
借
地
権
設
定
者
に
対
し
、
建
物
そ
の
他
借

地
権
者
が
権
原
に
よ
り
土
地
に
附
属
さ
せ
た
物
を
時
価
で
買
い
取
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
建
物
が
借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
す
る
前
に
借
地
権
設
定
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
残
存
期
間
を
超
え
て
存
続
す
べ
き
も
の

と
し
て
新
た
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
借
地
権
設
定
者
の
請
求
に
よ
り
、
代
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
に
つ
き
相
当
の
期
限

を
許
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
借
地
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
け
る
転
借
地
権
者
と
借
地
権
設
定
者
と
の
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



 
（
強
行
規
定
） 

第
十
六
条 

第
十
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
反
す
る
特
約
で
借
地
権
者
又
は
転
借
地
権
者
に
不
利
な
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

（
定
期
借
地
権
） 

第
二
十
二
条 

存
続
期
間
を
五
十
年
以
上
と
し
て
借
地
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
更
新

（
更
新
の
請
求
及
び
土
地
の
使
用
の
継
続
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
建
物
の
築
造
に
よ
る
存
続
期
間
の
延
長
が
な
く
、
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
買
取
り
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
約
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
等
書
面
に
よ
っ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

○ 

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
） 

（
抄
） 

  
 

 

附 

則 

 

２ 

国
有
林
野
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

  

○ 

皇
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
） 

（
抄
） 

 

第
一
条 

削
除 

  


